
平成™�年œ月˜›日 水曜日 (号外第˜—œ号)官 報

５

前
項
の
記
載
及
び
物
件
は
、
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
商
標
を
特
定
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
の
二
第
一
項
中
「
又
は
こ
れ
に
」
を
「
、
商
工
会
、商
工
会
議
所
若
し
く
は
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法（
平

成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
又
は
こ
れ
ら
に
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
証
明
す
る
書
面
」
の
下
に「（
次
項
に
お
い
て
「
証
明
書
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、
同
条
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

３

証
明
書
を
提
出
す
る
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
証

明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら

十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て
は
、
二
月
）
以
内
で
そ
の
期
間
の
経
過
後
六
月
以
内
に
そ
の
証
明
書
を
特
許
庁
長
官

に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
項
中
「
第
二
項
（
」
の
下
に
「
こ
れ
ら
の
規
定
を
」
を
加
え
、「
第
四
十
三
条

の
二
第
三
項
」
を
「
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
二
第
二
項
第
三
号
中
「
第
十
八
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
二
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
」
を「
以
下
」

に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
並
び
に
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
」
を
「
、
第
六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
四
十
三
条
の

三
第
二
項
」
に
、「
第
四
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
」
と
あ

る
の
は
「
商
標
登
録
出
願
と
同
時
」
と
、
同
条
第
二
項
」
に
、「
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
中
」
を
「
第
四
十
三
条
の

三
第
二
項
中
」
に
改
め
、「
同
項
中
」
を
削
り
、「
同
条
第
三
項
中
」
の
下
に「「
前
二
条
」
と
あ
る
の
は「
第
四
十
三
条
」

と
、」を
加
え
る
。

第
十
五
条
第
三
号
中
「
商
標
登
録
出
願
が
」
の
下
に
「
第
五
条
第
五
項
又
は
」
を
加
え
、「
又
は
」
を「
若
し
く
は
」

に
改
め
る
。

第
十
七
条
後
段
を
削
る
。

第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
中
「
数
量
、
形
状
（
包
装
の
形
状
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）、
価
格
若
し
く

は
」
を
「
形
状
、」に
、「
時
期
又
は
」
を
「
時
期
そ
の
他
の
特
徴
、
数
量
若
し
く
は
価
格
又
は
」
に
、「
数
量
、
態
様
、

価
格
若
し
く
は
」
を
「
態
様
、」に
、「
時
期
を
」
を
「
時
期
そ
の
他
の
特
徴
、
数
量
若
し
く
は
価
格
を
」
に
改
め
、
同

項
第
三
号
中
「
数
量
、
態
様
、
価
格
若
し
く
は
」
を
「
態
様
、」に
、「
時
期
又
は
」
を
「
時
期
そ
の
他
の
特
徴
、
数
量

若
し
く
は
価
格
又
は
」
に
、「
数
量
、
形
状
、
価
格
若
し
く
は
」
を
「
形
状
、」に
、「
時
期
を
」
を
「
時
期
そ
の
他
の
特

徴
、
数
量
若
し
く
は
価
格
を
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

商
品
等
が
当
然
に
備
え
る
特
徴
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
の
み
か
ら
な
る
商
標

第
二
十
六
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
需
要
者
が
何
人
か
の
業
務
に
係
る
商
品
又
は
役
務
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
る
態
様
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
な
い
商
標

第
六
十
五
条
の
八
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

登
録
料
を
納
付
す
る
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す

る
期
間
内
に
そ
の
登
録
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由

が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て
は
、
二
月
）
以
内
で
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
期
間
の
経

過
後
六
月
以
内
に
そ
の
登
録
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
五
条
の
十
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
料
の
返
還
を
請
求
す
る
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り

前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
そ
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て
は
、
二
月
）
以
内
で
そ
の
期
間
の
経
過
後
六
月
以
内
に

そ
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
八
条
第
二
項
中
「
あ
る
の
は
、」を
「
あ
る
の
は
」
に
改
め
、「
第
六
十
四
条
」
と
」
の
下
に
「
、
同
条
第
三

号
中
「
第
五
条
第
五
項
又
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」と
」

を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
第
四
十
三
条
の
二
か
ら
」
を
「
第
四
十
三
条
の
二
（
第
三
号
を
除
く
。）か
ら
」
に
、「
第

一
項
第
六
号
」
を
「
第
一
項
第
三
号
及
び
第
七
号
」
に
、「
同
項
第
五
号
」
を
「
同
項
第
六
号
」
に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
の
七
中
「
同
法
」
を
削
る
。

第
二
十
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
五
条
第
四
項
の
記
載
及
び
物
件
を
考
慮
し
て
、
願
書
に
記
載
し
た
商
標
の
記

載
の
意
義
を
解
釈
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
九
条
中
「
著
作
権
」
の
下
に
「
若
し
く
は
著
作
隣
接
権
」
を
加
え
る
。

第
四
十
条
第
四
項
中
「
こ
れ
ら
」
を
「
こ
れ
ら
の
規
定
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

登
録
料
を
納
付
す
る
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に

そ
の
登
録
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た

日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て
は
、
二
月
）
以
内
で
そ
の
期
間
の
経
過
後
六
月
以
内
に
そ
の
登
録
料
を
納
付

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
一
条
の
二
第
六
項
中
「
前
条
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
加
え
る
。

第
四
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
料
の
返
還
を
請
求
す
る
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り

前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
そ
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て
は
、
二
月
）
以
内
で
そ
の
期
間
の
経
過
後
六
月
以
内
に

そ
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
三
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

そ
の
商
標
登
録
が
第
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
商
標
登
録
出
願
に
対
し
て
さ
れ
た

こ
と
。

第
四
十
三
条
の
四
第
五
項
中
「
第
四
十
六
条
第
三
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
第
一
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

そ
の
商
標
登
録
が
第
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
商
標
登
録
出
願
に
対
し
て
さ
れ
た

と
き
。

第
四
十
六
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三

項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
審
判
は
、
利
害
関
係
人
に
限
り
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
前
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
を
「
前
条
第
一
項
第
五
号
か

ら
第
七
号
ま
で
」
に
、「
同
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
を
「
同
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
前
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
を
「
前
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
第
一
項
中
「
第
四
条
第
一
項
第
十
五
号
」
を
「
同
項
第
十
五
号
」に
、「
第
四
十
六
条
第
一
項
第
三
号
」

を
「
第
四
十
六
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
五
十
五
条
中
「
第
四
十
六
条
第
三
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
六
条
第
一
項
中
「
、
同
法
第
百
三
十
九
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
中「
当
事
者
若
し
く
は
参
加
人
」

と
あ
る
の
は
「
当
事
者
、
参
加
人
若
し
く
は
登
録
異
議
申
立
人
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「
当
事
者
又
は
参
加
人
」
と

あ
る
の
は
「
当
事
者
、
参
加
人
又
は
登
録
異
議
申
立
人
」
と
」
及
び
「
、
同
法
第
百
六
十
八
条
第
一
項
中
「
他
の
審

判
の
審
決
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
若
し
く
は
他
の
審
判
の
審
決
」
と
」
を
削
る
。

第
六
十
一
条
中
「
第
百
七
十
四
条
第
二
項
及
び
第
四
項
」
を
「
第
百
七
十
四
条
第
三
項
及
び
第
五
項
」
に
、「
同
法

第
百
七
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
審
決
」
と
あ
る
の
は
「
取
消
決
定
又
は
審
決
」

と
、
同
法
第
百
七
十
四
条
第
二
項
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
三
条
第
二
項
中
「
、
同
法
第
百
七
十
八
条
第
二
項
中
「
当
該
審
判
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
登
録
異
議
の
申

立
て
に
つ
い
て
の
審
理
、
審
判
」
と
」
を
削
り
、「「
商
標
法
」
を
「
、「
商
標
法
」
に
改
め
る
。
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